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▼支給例〈平成２１年２月１日時点〉

Aさんへの
子育て応援特別手当
36,000円×2人＝
　　　72,000円

世帯主 世帯にいる子ども

手当の対象となる子ども

Aさん
世帯

Aさん
1人目1人目 2人目人目 3人目 4人目2人目 3人目 4人目

生年月日が平成2年4月2日から
平成17年4月1日までの子ども

生年月日が平成14年４月２日から
平成17年4月1日までの子ども

生年月日が
平成17年4月
２日以後
の子ども

平成21年
2月1日時点（ （

1213

スタッフのみんなで知恵を出し合いながら、４０分
にも及ぶ大手術を行いました

　
障
害
児
・
心
身
障
害
者
に
対
し
、
年

１
回
７
月
に
福
祉
年
金
を
支
給
し
ま
す
。

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
５
月

１
日
（
金
）
〜
29
日
（
金
）
に
申
請
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
要
件

○
障
害
児

　
平
成
21
年
４
月
１
日
ま
で
に
手
帳

を
取
得
し
、
平
成
21
年
４
月
１
日
以
前

に
１
年
以
上
市
内
に
居
住
し
て
い
る
20

歳
未
満
の
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

　
た
だ
し
、
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る
人
は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
を
所
持

　
し
て
い
る
人

②
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
〜
２

　
級
を
所
持
し
て
い
る
人

※
瀬
戸
内
市
障
害
児
福
祉
年
金
証
書
を

　
持
っ
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
現
況

　
届
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
５
月
１
日

　（
金
）
〜
29
日
（
金
）
に
提
出
し
て
く

　
だ
さ
い
。

○
心
身
障
害
者
　

　
平
成
19
年
４
月
１
日
ま
で
に
手
帳
を

取
得
し
、
平
成
19
年
４
月
１
日
以
前
に

１
年
以
上
市
内
に
居
住
し
て
い
る
20
歳

以
上
の
人
で
、
当
該
障
害
に
つ
い
て
支

給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
給
付
を
受
け
て

な
く
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　
た
だ
し
、「
ら
い
予
防
法
の
廃
止
に

関
す
る
法
律
」
の
規
定
に
よ
る
国
立
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
し
て
い
る
人

は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
を
所
持

　
し
て
い
る
人

②
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人

▼
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書
（
窓
口
備
え
付
け
の
も
の
）

・
印
鑑

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精

　
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

・
本
人
名
義
の
通
帳

・
公
的
年
金
受
給
中
の
人
は
、
受
給
し

　
て
い
る
公
的
年
金
の
証
書
な
ど

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　
市
福
祉
課

　
　
０
８
６
９
―

２
６
―

５
９
４
３

　
市
保
健
福
祉
部
邑
久
分
室
　

　
　
０
８
６
９
―

２
２
―

１
８
１
０

　
市
牛
窓
支
所

　
　
０
８
６
９
―

３
４
―

３
４
３
１

　
市
裳
掛
出
張
所

　
　
０
８
６
９
―

２
５
―

０
０
０
４

も
の
を
大
切
に
す
る
心
を
育
む

せ
と
う
ち
お
も
ち
ゃ
の
病
院

　
せ
と
う
ち
お
も
ち
ゃ
の
病
院
は
、

中
央
公
民
館
（
旧
邑
久
町
公
民
館
）

で
毎
月
最
終
土
曜
日
（
12
月
の
み
１

週
間
前
）、
壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
持

ち
寄
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
修
理
を
通

じ
た
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
同
院

は
平
成
19
年
４
月
に
発
足
。
現
在
は

牛
窓
ル
ン
ビ
ニ
保
育
園
な
ど
に
も
臨

時
的
に
出
向
き
、
活
動
の
拠
点
を
広

げ
て
い
ま
す
。

　「
お
も
ち
ゃ
が
直
っ
て
い
く
過
程

を
子
ど
も
も
一
緒
に
見
て
、『
も
の

を
大
切
に
す
る
心
』
を
育
ん
で
も
ら

い
た
い
。
う
ま
く
直
っ
た
と
き
の
子

ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
見
る
と
、
何
と

も
言
え
な
い
喜
び
を
感
じ
る
」
と
、

ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
。
難
し
い
修
理

の
と
き
は
、
ス
タ
ッ
フ
み
ん
な
で
知

恵
を
出
し
合
い
、
試
行
錯
誤
し
な
が

ら
直
し
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
牛
乳
の
紙
パ
ッ
ク
な
ど
の

廃
材
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
お
も
ち
ゃ
を
作

る
『
手
作
り
お
も
ち
ゃ
工
房
』
で
は
、

も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
体
験
し
て

も
ら
う
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

■
連
絡
先

　
せ
と
う
ち
お
も
ち
ゃ
の
病
院

　
野
口
博
義
さ
ん

　
　
０
８
６
９
―

３
４
―

３
３
１
０

子育て支援の輪

子育て応援特別手当を支給します
　子育て応援特別手当は、平成２０年１０月３０日

に国で決定された「生活対策」の一環です。

　現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子

育ての負担に対する配慮として、幼児教育期の第

２子以降の児童について、１人当たり３６,０００円

を支給します。

　支給対象世帯においては、以下の注意事項に

従い、申請期限までに申請してください。

▼支給対象児童

　子育て応援特別手当の支給対象となる児童は、

平成２１年２月１日（「基準日」といいます ）

において、３歳以上１８歳以下（平成２年４月

２日～平成１７年４月１日生）の児童が２人以

上いる世帯のうち、第２子以降である就学前３

学年（平成１４年４月２日～平成１７年４月１

日生）の児童であって、次に該当する人。

①基準日時点で当市の住民基本台帳に記録され

　ている人

②外国人登録原票に登録されている人（短期滞

　在者及び不法滞在者を除く）

※児童が別居の場合

　基準日において、第１子と第２子以降の子（い

ずれも平成２年４月２日～平成１７年４月１日生）

が別居している場合、これらの子が同一の者に

扶養されていれば、世帯が分かれていても当該

第２子以降の子（平成１４年４月２日～平成１７

年４月１日生）が属する世帯の世帯主に手当を

支給できる場合があります（同一の者に扶養さ

れていることを証する書類（医療保険被保険者

証など）の写しが必要）。

　該当があると思う人は、下記問い合わせ先ま

でご相談ください。

▼支給額

　支給対象児童１人当たり　　　　３６,０００円

▼申請者

　原則、基準日における世帯の世帯主（代理申

請も可能）

▼申請方法

　子育て応援特別手当の案内・申請書を支給対

象世帯（平成２１年２月１日時点の世帯主）へ

４月中旬に送付していますので、必要事項を記

入し、同封の返信用封筒で申請期限までに返送

してください。

▼申請期限

　１０月２０日（火）※当日消印有効

▼受付時間

　午前８時３０分～午後５時１５分

　（土・日曜日・祝日を除く）

※申請書などに不備があると、手当の振り込み

が遅くなることがあります。

　申請書を提出する際は、ご面倒ですが記入内

容や添付書類をしっかり確認してください。

■問い合わせ・申請先

　市子育て支援課　　０８６９－２６－５９４７

福
祉
年
金
の
給
付

　このコーナーでは、瀬戸内市子育て支援
ネットワークを構成する関係機関・団体・
組織などを紹介します。同ネットワークは、
すべての子どもたちの人権を守り、安心し
て子どもを生み育てられる地域づくりを目
指します。

～みんなが子育ての一員です～


